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平成18年に使用する農業用免税軽油の免税証の交付申請を次の日程により受付します｡
� � � � 平成18年１月10日 (火) ・11日 (水)
� � � 午前９時30分から午後３時まで
� 	 
 県合同庁舎新館１階Ａ会議室 (※申請書類は郵送でも受け付けております｡)
� �
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① 印鑑
② 耕作証明書
③ 免税軽油使用者証 (初めて申請する方を除く｡)
④ 返信用郵便切手430円分
※ 免税軽油使用者証の有効期限が平成18年12月31日以前の方は上記①～④のほか､ 青森県収入証紙400
円分が必要です｡
※ 初めて申請する方､ 使用機械に変更のある方は､ 上記①～④のほか､ 使用機械の譲渡証明書及び青森
県収入証紙400円分が必要です｡
申請は指定した受付期限までに行うようにお願いします｡
農業用免税軽油の申請対象者は､ 農業を営む方で､ 軽油を燃料とするトラクター､ 耕うん機等を使用して
農作業を行う方です｡
不明な点がありましたら､ むつ県税事務所課税課までお問い合わせください｡
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２００５あおもり伝統工芸・クラフト展実行委員会では､ すぐれた工芸品を表彰する ｢あおもりクラフト
コンペ２００５｣ の応募作品を募集しています｡
������� 使いやすさと美しさを兼ね備えた日常生活で使用することのできる工芸品

(大きさは1.5ｍ×1.5ｍ×1.5ｍ以内)
※詳しくは募集要項をご覧ください｡

�� 	 
� グランプリ 30万円
金賞・デザイン賞・私が使いたいクラフト賞 各５万円
奨励賞 記念品

����
�� １種につき3,000円
�������������

12月31日 (土) (消印有効) までに､ 所定の申込書に必要事項を記入し､ 下記まで
���� ２００５あおもり伝統工芸・クラフト展実行委員会事務局

〒０３０－０８０１ 青森市新町２丁目５－４－Ｄ 空間舎内
ＴＥＬ／ＦＡＸ ０１７－７２３－５３８７

�������

出品された作品は､ 平成18年１月21日 (土) ～１月23日 (月) に､ 中三青森本店８Ｆ
ＴＯＰ ＨＡＴ (トップハット) で開催される ｢２００５あおもり伝統工芸・クラフト展｣ で展示します｡
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